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労働者の祭典、第 86 回長野県中央メーデーは５月 1 日（金）に連合長野系が長野市の城
山公園ふれあい広場で、県労連系が長野市のひまわり公園で、それぞれ開催されました。

この２会場を含め、県内 24 会場で開催されたメーデーには、約 19,000 人（主催者発表）
が集会やデモ行進に参加しました。

第86回 メーデー開催

連合長野系の県中央メーデー

県労連系の県中央メーデー

「働く者の連帯で、『ゆとり・豊かさ・公正な社会』を実現し、
自由で平和な世界をつくろう」をメインスローガンに開催
され、4,000 人（主催者発表）の働く仲間が結集しました。
特別スローガンに、「東日本大震災と県内被災地を忘れな
い！息の長い復興支援！」を掲げ、引き続き救援・支援に
全力を挙げることを確認しました。

中山千弘実行委員長（連合長野会長）は、主催者あいさ
つの中で、「日経平均株価が 2 万円を超え、景気回復への実
感が都市部では現実となっているが、地方への浸透は感じ
られない。生活は楽になるどころか消費税増税・社会保障
制度未整備・雇用環境不安定など将来不安が消えない 2015
春闘だ。」と訴えました。

また、メーデー宣言が提案され、「ＳＴＯＰ ＴＨＥ 格差
社会！暮らしの底上げ実現」に邁進し、「働くことを軸とす
る安心社会」への扉を切り拓くことを確認し、集会後、参
加者は、プラカード等を掲げて市内をデモ行進しました。

「働く者の団結で生活と権利を守り、平和と民主主義、中
立の日本をめざそう」を基本スローガンに、約 1,500 人（主
催者発表）が参加して開催されました。

細尾俊彦実行委員長は、主催者あいさつの中で、「平和と
憲法、暮らしと雇用への攻撃が仕掛けられる中で、その攻
撃を押し返すために、労働者の連帯、地域住民との協同の
和を広げ、それぞれの職場・地域から旺盛な展開に取組ん
でいただきたい」と呼びかけました。

また集会では、消費税 10％は認めない、労働法制の改
正反対、戦争する国づくり反対等の意見が発表されました。
そして「被災者が希望の持てる早期復興、原発ゼロの日本、
職場・地域から生活改善にむけた賃上げと底上げ、制度政
策要求の実現を目指していきましょう。」とのメーデー宣言
を採択し、市内をデモ行進しました。
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長野県の将来推計人口（2013 しあわせ信州創造プラン）によると、生産年齢人口が今後 20 年間で 29 万人減少（▲
22%）すると試算されています。

今後の労働移動を考えた時、非正規で不況を乗り切った局面から発展局面への展開が必要です。そのためには、全社員が
共有する経営理念とそれを担保する人事制度が求められます。

人材の確保・登用により就労意欲を高め、企業や就業者の双方に有益となる経営理念として、「ダイバーシティ＋１」＝「多
様な人材活用＋改善運動」をテーマにしたシンポジウムを平成 27 年 2 月 13 日 ( 金 ) 長野市において開催し、企業の経営
者をはじめ多くの皆さまにご参加いただきました。

◯ 基調講演
「経営戦略としてのダイバーシティ・マネジメント」
　　　　　　　　　　　～人口減少時代を乗り越える・多様な人材が組織を強くする～

講師：株式会社東レ経営研究所　　永池　明日香　さん

◯ パネルディスカッション　

テーマ　「信州のダイバーシティ経営・多様な人材どう活かす」　

ダイバーシティ経営シンポジウム
「人口減少時代のいま　ダイバーシティ＋１　に舵を切れ！」

開催
しました !

コーディネーター：株式会社コミュニケーションズ・アイ
代表取締役社長　　伊藤　かおる　さん

各社の事例をご紹介いただいた後、社員への定着や課題などに
ついて伺い、会場からの質問にも答えていただきました。

【ダイバーシティ・マネジメントの運営に必要な４つの要素】
マネジメントのあり方の改革 評価のあり方の改革 人材育成のあり方の改革 働き方の改革

　少子高齢化、産業構造の変化等により、女性・シニアなど多様な人材の活用は重要な企業戦略です。
ダイバーシティといっても様々、どんなビジネスをするかによって、必要となる人材は変わってきます。
グローバル社会においては、日本人特有の曖昧な表現を控え、明確なコミュニケーションが重要。多
様な人材に長く働いてもらうには、一律管理ではなく、今後、増加が見込まれる「時間制約社員」向
けの制度設計（運営に必要な４つの要素を回していくこと）が重要であることを、分かりやすくお話
いただきました。
　会場の皆さんも真剣に耳を傾けておられ、ダイバーシティとは何か、そしてその現状を理解するこ
とができたなど、多くの方から感想をいただきました。

サトーホールディングス株式会社　（東京都）　
ダイバーシティ推進委員会　副委員長　高橋　麻子さん

～トップダウンで取組む体制構築、
　　　　　　　　　　更なる女性の活躍促進策を展開～
　2011 年に社長直下組織「ダイバーシティ推進室を立ち上げ、その
後各グループ会社の社長を推進員とした現場浸透型の推進委員会に変
更。約 3 年の取組で社内の認知度は上がっているが、縦割状態であ
るため各社のダイバーシティアクションをクロスファンクションで、
組織として仕向けていくのが次の課題とのことです。

株式会社サイベックコーポレーション　（塩尻市）　
代表取締役社長　　平林　巧造　さん

～立候補制の人事制度で自らのキャリアパスを描く、
　　　　　　　　　　　　　　　　　思いやり福利厚生の充実～
　社員が安心・誇り・満足するための風土・環境の取組を実施。若い
世代から年配まで幅広い年齢層が、学び、意欲ある生涯を目指して、
いかに生き生きと働けるキャリアプランを作るかが企業として不可欠
であるとし、取り組んでおられます。

松本信用金庫　（松本市）　　　北支店長　　中西　弘子さん
～女性初の支店長を経て、３店舗目の支店長就任、
　　　　　　　　支える企業風土や地域とのつながり～
　常に自分の立ち位置を考え行動。社内の戦略や問題だけでなく、地
域のあり方や地域との結び方の中に、多様な人たちが働いていけるこ
とが、その地域にダイバーシティを深めていくことだと感じました。

高島産業株式会社　（茅野市）
代表取締役社長　小口　武男　さん

～グローバル化を支える体制作り、
　ものづくり活動推進で働きがいのある会社を目指す～
　技術を活かすためには生み出すこと、新しい技術をど
う作っていくかが大事。多面的に物事に取り組み、色々
な立場の社員の意見を聞き、ダイバーシティ的な発想を
すすめていきたいとのことです。
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生活困窮者自立支援制度（信州パーソナル・サポート事業）のご案内
生活困窮者自立支援制度が平成２７年４月スタートしました。県（町村部）と 19 市が制度に基づいて設置する生活就労

支援センター”まいさぽ”が、地域の関係機関と連携しながら寄り添い型の生活支援、相談支援を行います。生活や就労な
どでお困りの方はお気軽にご相談ください。

一緒に問題解決の方法を考えましょう。

※　町村にお住まいの方は、お住まいの地域（郡）を所管する各センターへご相談ください。

設置者 所管地域 センター名称及び愛称 所在地 電話番号 相談受付時間
【月～金（休日除く）】

県

南佐久郡
北佐久郡
小県郡　

長野県・佐久市生活就労支援センター
まいさぽ佐久 佐久市取出町 183 野沢会館 2 Ｆ 0267-78-5255 9:30 ～ 17:00

諏訪郡 長野県諏訪生活就労支援センター
まいさぽ信州諏訪 諏訪市豊田 283 第 2 飯田ビル 3 Ｆ 0266-75-1202 9:30 ～ 17:00

上伊那郡 長野県上伊那生活就労支援センター
まいさぽ上伊那　

上伊那郡南箕輪村 2380-1212
松寿荘内 0265-96-7845 9:30 ～ 17:00

下伊那郡 長野県下伊那生活就労支援センター
まいさぽ飯田

飯田市高羽町 6-1-3
コクサイビル 1 Ｆ 0265-49-8830 9:30 ～ 17:00

木曽郡 長野県木曽生活就労支援センター
まいさぽ木曽　

木曽町日義 1600-1
木曽町社会福祉協議会内 0264-24-0057 8:30 ～ 17:30

東筑摩郡 長野県東筑生活就労支援センター
まいさぽ塩尻・東筑

塩尻市大門六番町 4-6
塩尻市保健福祉センター 2 Ｆ 0263-51-2501 8:30 ～ 17:15

北安曇郡 長野県・大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町

大町市大町 1129
大町市総合福祉センター 2 Ｆ 0261-22-7083 9:30 ～ 17:00

埴科郡　
上高井郡
上水内郡

長野県長野生活就労支援センター
まいさぽ信州長野

長野市若里 3-10-31
大幸ビル 201 号 026-267-7088 9:30 ～ 17:00

下高井郡
下水内郡

長野県・飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山

飯山市飯山 1211-1
飯山市福祉センター 2 Ｆ 0269-67-0269 9:30 ～ 17:00

信州パーソナル・サポート事業本部
まいさぽ信州

長野市若里 7-1-7
長野県社会福祉総合センター内 026-226-2035 9:30 ～ 17:00

※　市にお住まいの方は、お住まいの市センターへご相談ください。
設置者 センター

名称及び愛称 所在地 電話番号 相談受付時間
【月～金（休日除く）】

長野市 長野市生活就労支援センター
まいさぽ長野市

長野市大字鶴賀緑町 1714-5
長野市ふれあい福祉センター 2F 026-219-6880 8:30 ～ 17:15

松本市 松本市生活就労支援センター
まいさぽ松本 松本市双葉 3-30 ハイライフ高橋 1 Ｆ 0263-87-6651 9:30 ～ 17:00

上田市 上田市生活就労支援センター
まいさぽ上田

上田市中央 3 丁目 5 番 1 号
上田市ふれあい福祉センター内 0268-71-5552 9:00 ～ 17:00

岡谷市 岡谷市生活就労支援センター
まいさぽ岡谷市 岡谷市幸町 8 番 1 号（市役所） 0266-23-4811 8:30 ～ 17:15

飯田市 飯田市生活就労支援センター
まいさぽ飯田 飯田市高羽町 6-1-3 コクサイビル 1F 0265-49-8830 9:30 ～ 17:00

諏訪市 諏訪市生活就労支援センター
まいさぽ諏訪市 諏訪市高島一丁目 22 番 30 号（市役所） 0266-52-4141 8:30 ～ 17:15

須坂市 須坂市生活就労支援センター
まいさぽ須坂

須坂市大字須坂 344-1-60
須坂ショッピングセンター内 026-248-9977 9:00 ～ 17:00

小諸市 小諸市生活就労支援センター
まいさぽ小諸 小諸市八幡町三丁目 1 番 17 号 0267-31-5235 9:00 ～ 17:00

伊那市 伊那市生活就労支援センター
まいさぽ伊那市

伊那市山寺 298-1
伊那市福祉まちづくりセンター内 0265-72-8186 8:30 ～ 17:15

駒ヶ根市 駒ヶ根市生活就労支援センター
まいさぽ駒ヶ根 駒ヶ根市赤須町 20-1（市役所） 0265-83-2111 8:30 ～ 17:30

中野市 中野市生活就労支援センター
まいさぽ中野 中野市三好町一丁目 3 番 19 号（市役所） 0269-38-0221 8:30 ～ 17:15

大町市 大町市生活就労支援センター
まいさぽ大町

大町市大町 1129 番地
大町市総合福祉センター 2F 0261-22-7083 9:30 ～ 17:00

飯山市 飯山市生活就労支援センター
まいさぽ飯山

飯山市大字飯山 1211 番地 1
飯山市福祉センター 2F 0269-67-0269 9:30 ～ 17:00

茅野市 茅野市生活就労支援センター
まいさぽ茅野市 茅野市原塚原二丁目 6 番 1 号（市役所） 0266-72-2101 8:30 ～ 17:15

塩尻市 塩尻市生活就労支援センター
まいさぽ塩尻・東筑

塩尻市大門六番町 4 番 6 号
塩尻市保健福祉センター内 0263-52-0026 8:30 ～ 17:15

佐久市 佐久市生活就労支援センター
まいさぽ佐久 佐久市取出町 183 野沢会館 2 Ｆ 0267-78-5255 9:30 ～ 17:00

千曲市 千曲市生活就労支援センター
まいさぽ千曲

千曲市大字戸倉 2388
千曲市役所戸倉庁舎福祉課 026-275-0004 8:30 ～ 17:15

東御市 東御市生活就労支援センター
まいさぽ東御

東御市鞍掛 197
東御市総合福祉センター内 0268-62-4455 8:30 ～ 17:15

安曇野市 安曇野市生活就労支援センター
まいさぽ安曇野 安曇野市豊科 6000 番地（市役所 ) 0263-71-2252 8:30 ～ 17:30
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「労働ながの」の対するご意見、ご希望、ご感想をお待ちしております！

労働ながのは県HPにも掲載しています！
http://www.pref.nagano.lg.jp/rodokoyo/sangyo/rodo/shuro/rodo.html

長野県
労働委員会
ニュース

“ ながのアビリンピック ” が開催されます!!
（第 41 回長野県障がい者技能競技大会）　　　　　　　　　

　障がいのある方が、その職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障がい者雇用に対する理解と
認識を深め、雇用の促進を図る技能競技大会を開催します。多くの方のご来場をお待ちしています。

（大会当日の競技の見学は自由です）
１　開催日、場所及び種目
　(1) 平成 27 年 7 月 25 日（土）
　　・ポリテクセンター長野（長野市吉田 4-25-12）
　　　DTP、ビルクリーニング、オフィスアシスタント、表計算
　(2) 平成 27 年８月１日（土）
　　・サンアップル（長野市下駒沢 586）
　　　ワード ･ プロセッサ、フラワーアレンジメント、
　　　製品パッキング、喫茶サービス、パソコンデータ入力
２　出場資格
　県内在住又は在勤で 15 歳以上の障がいのある方
　《お問い合わせ先》
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 長野支部　高齢・障害者業務課
〒 381-0043　長野県長野市吉田 4-25-12　電話 026-258-6001
ホームページ　http://www.jeed.or.jp/location/shibu/nagano/

公 益 委 員（弁護士や大学教授などの学識経験者）
労働者委員（労働組合役員など）
使用者委員（企業経営者、使用者団体役員など）

の三者で構成され、それぞれ５名の計 15 名の専門家が
知事より任命されています。

①不当労働行為の審査　　
②労働組合の資格審査
③労働争議の調整（労働組合と使用者の間の紛争）～あっせん・調停・仲裁～　
④個別労働紛争のあっせん（労働者個人と使用者の間の紛争）

お問い合わせ先：長野県労働委員会事務局（長野県庁８Ｆ）
Tel：０２６－２３５－７４６８　　E-mail：roi@pref.nagano.lg.jp
ホームページ：http://www.pref.nagano.lg.jp/roi/kensei/soshiki/soshiki/kencho/roi/index.html

■　ご存じですか？「労働委員会」　■
　～雇用のトラブル　まず相談～

「労働委員会」とは労働者と使用者間の紛争を迅速・円満に解決する
独立の権限を持った行政機関です。

労働組合、労働者個人、使用者のいずれからもご利用いただけます。
お気軽にご相談ください。（手続きは簡単・無料・秘密厳守）

組織は…

役割は…


